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第１章 経営戦略の概要

経営戦略改定の背景・趣旨（p.3）

国（総務省）の要請

自らの経営等について的確な現状把握を
行った上で、中長期的な視野に基づく計画的
な経営とともに、徹底した効率化・経営健全化
を行う必要があることから、各公営企業にお
ける中長期的な経営の基本である「経営戦
略」を策定し、経営基盤の強化と財政のマネ
ジメントの向上に取り組むこと
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第１章 経営戦略の概要

対象事業／計画期間（p.4）
対象事業

公共下水道事業

農業集落排水事業

計画期間

令和３年度～令和１２年度（１０年間）
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第１章 経営戦略の概要

位置付け（p.5）
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第２章 現状と課題

平塚市の下水道のあゆみ（p.9）
耐震・長寿命化工事の進む東部ポンプ場

駅周辺及びＪＲ東海道線の南側の合流区域にお
ける汚水を処理場へ圧送するための施設

耐震・長寿命化工事を計画的に行っている
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第２章 現状と課題

平塚市の下水道のあゆみ（p.10）
農業集落排水処理施設 「浄化センター」

農業集落排水の汚水処理施設で、処理された水

は隣接する河川に放流

吉沢地区には、汚水処理施設から出る汚泥を堆

肥化するための資源循環施設も整備

吉沢浄化センターと資源循環施設 土屋浄化センター
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第２章 現状と課題

年度別下水道施設整備状況（p.11）

【課題】
改築更新需要の増大

特に集中的に整備を
進めた管路施設の更
新時期が一定時期に
集中すること
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第２章 現状と課題

普及率の推移（p.11）

令和６年度
９９．１％

公共下水道
＋

農業集落排水
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R6H26H6 H16S50 S60

普及率
本市内の汚水管
についての全人口
に対する普及割合



第２章 現状と課題

現状分析の手法と視点（p.12）
比較対象団体の選定

○処理区域内人口18万人以上
（東京都及び政令指定都市を除く）

○有収水量密度7.5千㎥/ha以上10.5千㎥/ha未満

○流域下水道に接続 など

小田原市 柏市

茅ヶ崎市 流山市

川越市 八千代市

所沢市 宝塚市

春日部市 那覇市
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第２章 現状と課題

ヒト「組織・人材」現状分析と課題（p.13）

労働生産性（R5） （公共下水道事業） 労働生産性

営業収益を損益勘定所属職員の人数で割っ
た指標

労働生産性の数値は、比較対象団体平均値
より高く、現状の生産性は確保

【課題】

各業務の実施方法を検証するとともに、各職
員が日頃から業務改善と生産性向上への意
識を持ちながら、最小の人数で最大の効果が
得られる人員と組織体制の構築が必要

高い方が良い

（千円/人）
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.14）

汚水処理原価

汚水処理費（公費負担分を除く）を年間有収
水量で割った比率

数値が低いほど、低コストで汚水処理が行わ
れていることを示す

本市の汚水処理原価は、103円/㎥で比較対
象団体平均を20円/㎥下回っており、現在の
汚水処理は低コストで行えている
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.15）

管渠老朽化率

標準耐用年数を超えた管渠延長の割合

【課題】

今後進んでいく下水道施設の老朽化に比例
して、改築更新需要も増加することから、
維持管理コストが増加することが見込まれ
る
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.15）
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.16）

流動比率

流動資産（現預金や未収金）を流動負債（1年
以内償還予定の企業債や未払金）で割った
比率

100%を超えていれば短期的な債務を支払うた
めの十分な資金を確保できていることを示す

本市の流動比率は118.3%であり、比較対象団
体平均を42.8ポイント下回る水準となっており、
類似団体との比較では低い数値
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.19）

下水道使用料収入(公共)の推移

令和６年度の下水道使用料収入は33.3億円
（税抜）で、平成22年度と比べて2.9億円
（8.0％）減少

【課題】

持続可能な下水道サービスの提供には、人
口減少等や今後見込まれる費用増を十分に
勘案した上で、下水道使用料の継続的かつ
安定的な確保が必要
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.20）

経費回収率

下水道使用料を汚水処理費で割った比率

100%を超えていれば必要なコストを料金で確
保できていることを示す

類似団体の中で最も高い水準にあり、経費回
収率は現状で十分な水準

【課題】

収益に関する経営の健全性は保たれている
が、財政推移を的確に捉えた収入確保と費用
縮減により、今後も100%以上を確保すること
が必要
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第２章 現状と課題

カネ「財務」現状分析と課題（p.20）
広域化・共同化

県が組織した汚水処理事業広域化・共同化検討会に参画し、汚水処理の事業運営に係る持
続性・効率性の確保に必要な広域化・共同化の連携方策について検討している

民間活力の活用

ポンプ場等維持管理業務委託は、複数年契約などにより、業務の効率化を図っているが、そ
の他の業務委託の多くは仕様発注で、業務ごとに発注しているため、今後も効率的・効果的な
下水道事業の運営が図られるよう、民間活力の活用について検討していく必要がある

【課題】

施設の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少等により経営環境の厳しさが増してくる
中、効率的な事業運営手法の選定などの最適化が一層必要となる
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第２章 現状と課題

情報「広報」現状分析と課題（p.21）
下水道の役割・大切さや下水道の適正利用（油を流さない、不明水を流入させない等）への理
解・協力を促すため、さまざまな機会を通じて発信してきたが、異物の混入による管の閉塞や、
調査により汚水管への雨水流入が判明するなど、これまで行ってきた広報が十分に伝わって
いない

・ホームページへの掲載

・リーフレットの配布

・未接続家屋への個別訪問や説明会 など

【課題】

下水道の適正利用、下水道の役割や下水道事業の経営状況等の積極的な広報を通じて、
重要なライフラインである下水道に関心を寄せていただき、様々な年代の多くの市民からより
一層の理解を得ることが必要
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第３章 基本理念と基本方針

経営の基本理念と基本方針（p.25）
基本方針

基本理念を達成するため、３つの基本方針を
定め、具体的な施策を実行する

“モノ”は市新下水道ビジョンで各個別計画に
より施策を推進することとしている

基本理念

下水道が快適な生活を支え、水害から市民を
守る重要なインフラ施設としての役割を有す
ることを認識し、下水道事業の安定的な経営
基盤の構築と携わる職員の創意工夫により、
将来にわたる下水道サービスの安定的提供
の実現を目指す
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第３章 基本理念と基本方針

（p.27）
施策①-1 技術力・経営力のある職員の育成、活気ある職場づくり

・技術力・経営力のある職員を育成するため、研修機会の充実、技術継承を円滑かつ安定的に
進めるための体制及び環境の構築を目指す

・即戦力となる人材の確保に努めるとともに、活気ある職場づくりを目指す

施策①-2 労働生産性の向上、組織体制の見直し

・業務環境の効率化を進めるため、業務量と人員配置のバランスを見直し、多様な人材の配置
により、組織を活性化させ、生産性を高める

・下水道事業経営を安定的に推進する組織体制の再構築や拡充のあり方を検討する
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第３章 基本理念と基本方針

施策②-1 コストの縮減

・将来の人口減少等に伴う料金収入の減少が想定される中、業務のスリム化や発注方法の見

直し、ストックマネジメントによる改築事業の平準化等のコストの縮減を進めるとともに、デジタ

ル技術なども活用しながら経営の効率化を図る

施策②-2 安定的な財源の確保

・経営基盤の強化を図るため、安定的な財源の確保に取り組む

・未接続家屋への接続勧奨や未収金の削減等に取り組むとともに、新たな財源の確保として資

金運用等を実施する
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第３章 基本理念と基本方針

施策②-3 使用料の適正化

・費用の増加と今後の人口減少等による下水道使用料収入減少が懸念される中、収支均衡を
図るためには更なる経費の節減に努めた上で、財源確保の強化や下水道使用料のあり方を検
討する必要がある

・全体の収支均衡をＰＤＣＡサイクルの中で確認しつつ、使用料収入の適正化について、平塚市
下水道運営審議会に諮り対応していくこととする

施策②-4 広域化・共同化、民間活用の検討

・経営の効率化を目指し、県及び周辺自治体との事務の共同化や民間活力の活用の検討をし
ていく
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第３章 基本理念と基本方針

施策③-1 情報発信の拡充

・ＳＮＳなどの広報媒体の活用とともに、既存の広報媒体の見直しにより、市民の下水道に対す
る興味・関心を高める

施策③-2 市民参加の推進

・市民の下水道に関する理解を深めていただくため、イベントにおける参加型プログラムの創出
を目指す
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第４章 経営目標

・労働生産性は、令和１２年度の営業収益見込みと令和６年度末の損益勘定職員数から、令和

１２年度の目標値を下方修正
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（p.33）

↑231,000千円



第４章 経営目標

労働生産性 目標値（令和12年度）を下方修正した理由

26

（p.33）

営業収益

下水道使用料は経営努力
だけでは増加できない

損益勘定職員数

下水道管路の延長増加などに伴い
維持管理などの業務が増加する見込み

⇒Ｒ6職員数で計上

計画期間後半（令和8年度から令和12年度）の試算で
営業収益が最も低い年度の数値を採用



第４章 経営目標

・流動比率は、事業継続の基盤となる財務の安定性を持続させるため、令和１２年度の目標値

を上方修正

↑75％以上
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（p.34）



第４章 経営目標

・エンゲージメント率に代えて、 「ＳＮＳ（X、Facebook、Instagram、LINE）発信数」及び「独自広報

紙の発行」を設定

NEW

NEW
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（p.34）



第４章 経営目標

実施事業の紹介

◎イベントの開催 下水道ふれあいまつり
・下水道への理解と関心を深めていただくため、下水処理場の施設を開放したまつり形式
・神奈川県と(公財)神奈川県下水道公社が共催、本市を含む相模川流域関連市町が協力して開催
・四之宮水再生センター（平塚市：相模川右岸処理場）と柳島水再生センター（茅ヶ崎市：相模川左岸処理場）で隔年開催

▶令和６年10月19日（土）柳島水再生センターで開催
▶令和７年10月25日（土）四之宮水再生センターで開催

◎ＳＮＳを活用した情報配信
・広報紙発行の案内 ・補助金の案内（簡易止水板購入費、雨水貯留槽購入費）
・下水道運営審議会公募委員の募集案内 など

◎下水道広報紙「ひらつかの下水道」の発行
・下水道事業の取組を市民に広く周知するため、令和5年度から年1回発行
（広報ひらつかと一緒に全世帯に配布）
・第１号（令和6年3月）の主な内容：下水道の仕組みや下水道経営の現状
・第２号（令和6年9月）の主な内容：市の浸水対策や家庭でできる浸水対策
・第３号は「下水道管の長寿命化対策」「下水道事業の経営状況」を主な内容に令和8年2月に発行予定
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第５章 投資・財政計画

投資・財政計画の基本的な考え方（p.39）
将来にわたり持続可能な経営を実現するため、計画期間後期の数値を見直し、中長期的な投
資・財政を予測し直した

将来の推計値に用いる数値については、これまでの実績（決算値）等に基づき将来予測

（主要項目における数値設定の考え方）

・使用料収入は、実績及び将来人口に基づく有収水量を推計し算出

・国の交付金は、現在の制度が維持されるものとして算出

・企業債は、新規借入利率2%元金均等払で、現在の制度が維持されるものとして算出

・一般会計からの繰り入れは、国の繰出基準及びこれまでの実績を勘案して算出

・費用・支出は、実績に基づき物価上昇等を反映し算出し、流域下水道負担金は県の試算
値に物価上昇等を反映して使用

投資・財政計画は、毎年度の実績に置き換え、経営目標の達成度や計画の進捗を確認する
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第５章 投資・財政計画

投資計画（１０年間）（p.40）

►施設の予防保全型の維持管理を行いつつ、事業の平準化を図るため、ストックマネジメントの

手法を活用し、管路及びポンプ場の長寿命化を進める

►災害時においても下水道の機能等を確保するため、管路及びポンプ場の耐震化を進める

►浸水時においても安定したポンプ場の運用を図るため、ポンプ場の耐水化を進める

新
規
整
備
分

改
築
更
新
分

前提条件
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►「平塚市総合浸水対策基本計画」に基づき浸水対策を進めていますが、河川水位の上昇など

により内水が放流困難な状況になっていることや、短時間の豪雨や長時間の降雨状況により

一時的に下水道の排水能力を超えてしまうことなどを踏まえ、河川水位などの状況に影響を

受けない対策として雨水調整施設を設置するなど、更なる整備を推進する

►公共下水道の未普及地区（吉際地区）に汚水管を布設し、公共下水道が利用できる環境を整

備する



第５章 投資・財政計画

投資計画（１０年間）（p.40）
投資規模

32

浸水対策、耐震化、長寿命化等
の費用の増加に伴い、１０年間
の投資総額は策定時と比べて
２４億円の増額見込



第５章 投資・財政計画

財政計画（１０年間）（p.41）
当期純利益の将来予測 経費回収率の将来予測

・人口減少や節水意識の高まりなどにより下水道使用料収入が減少する見通し
・施設の長寿命化や耐震化などの投資の増加や物価上昇などにより汚水処理費が増加する予測から、
令和11年度以降は収支ギャップが生じ、経営が悪化する見込み
・ギャップ解消に向け、適正な下水道使用料のあり方も含め、経営効率化と経営基盤強化に取り組む
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第５章 投資・財政計画

財政計画（１０年間）（p.41）Ｒ11収支ギャップの解消を図った場合
収益的収支の推移

計画期間中の黒字
建設改良のための積み立て１億円

収支ギャップの解消
を予定
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第５章 投資・財政計画

財政計画（１０年間）（p.42）Ｒ11収支ギャップの解消を図った場合
使用料収入・汚水処理費・経費回収率の推移（公共）

計画期間における経費回収率

100％以上

収支ギャップの解消
を予定
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第５章 投資・財政計画

財政計画（１０年間）（p.42）
一般会計からの繰り入れに関する考え方

・原則として国の繰り出し基準に基づき、財政当局と協議の上、繰り入れる額
が決定

・農業集落排水事業では、繰入総額の大半を赤字補てんとなる基準外の繰り
入れが占める

・今後、浸水対策等の雨水事業の増加に伴い繰入額が増加することも見込ま
れるため、財政当局と適宜協議の上、適切に対応

36

(単位：％)

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

30.02 27.31 21.57 26.08 21.75

経費回収率 (農業集落排水事業)



第５章 投資・財政計画

財政計画（１０年間）（p.43）Ｒ11収支ギャップの解消を図った場合
流動比率の推移

令和３～７年度 70％以上

令和８～12年度 100％以上

収支ギャップの解消
を予定
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第５章 投資・財政計画

中長期的な投資・財政の予測（p.44）
・本市公共下水道事業は、昭和60年～平成15年頃の約20年間に集中的に整備

・下水道施設の老朽化対策に基づく更新整備については、ストックマネジメントの手法
を活用し、中長期的な施設の状態を予測した“更新投資”を行う

・施設の更新需要が確実に見込まれる中で、本市の将来の人口動向に基づき、中長
期的な下水道使用料収入を試算したところ、使用料収入は人口動向と比例して減少傾
向が続き、より厳しい経営環境が予測される

・施設の老朽化対策の更新投資財源は、国庫補助金や企業債を充当するほか、留保
資金を充当するが、将来赤字が続いた場合、現金預金の残高が減少し、現金預金が
不足（資金ショート）する可能性も想定される

経営戦略の施策や取組に位置付けたコスト縮減、業務のスリム化や発注方法の見
直し等を確実に実施することで経営の効率化を進めながら、収支ギャップを解消し資
金ショートの回避を図る
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第５章 投資・財政計画

中長期的な投資・財政の予測（p.44）
Ｒ11収支ギャップの解消を図った場合

投資額・企業債残高 推計

計画期間（10年）

39

一部個別計画の後継計画で予定する事業は、上記グラフに反映していないため、今後、投資額や企業債残高が変動する場合があります。



第５章 投資・財政計画

中長期的な投資・財政の予測（p.45）
Ｒ11収支ギャップの解消を図った場合

収益的収支 見通し

計画期間（10年）

収支ギャップの解消を予定

収支ギャップ
黒字
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当期損益・現金預金残高 見通し

収支ギャップの解消を予定

将来の財源として
積立計画期間（10年）

収支ギャップ

黒字

41

建設改良積立金を含む

第５章 投資・財政計画

中長期的な投資・財政の予測（p.45）
Ｒ11収支ギャップの解消を図った場合



第５章 投資・財政計画

中長期的な投資・財政の予測（p.46）
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第５章 投資・財政計画

中長期的な投資・財政の予測（p.47）
原価計算表（公共下水道）
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第６章 推進体制と進捗管理

推進体制（p.51）
・経営戦略の着実な推進に向けて、組織内
で進行管理や経営状況の分析を行う

・継続的な経営改善に取り組み、ＰＤＣＡ
サイクルを実行するための「経営改善プロ
ジェクト」を開始

・外部有識者からなる平塚市下水道運営審
議会において、定期的に経営戦略の進捗状
況を報告し意見等をいただくなど、チェッ
ク機能の充実を図る

経営改善プロジェクト

►経営改善策の策定

►経営改善策を実施し、定期的に進捗を確認

►毎年度、成果・課題等を公表

平塚市下水道運営審議会

►委員 ： 外部有識者等11名

►開催頻度 ： 年3回程度
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第６章 推進体制と進捗管理

推進体制（p.52）
単年度ごとの進捗管理・現状分析 計画期間における経営戦略の見直し
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パブリックコメントについて
パブリックコメント

・意見の募集期間 令和７年１２月５日（金）から令和８年１月５日（月）まで

・募集内容の周知 広報ひらつか（令和７年１２月第１金曜日号）

・資料の閲覧方法 市役所、各公民館、各図書館、駅前市民窓口センター、市民活動センター

四之宮ふれあいセンター

・意見の提出方法 直接持参、郵送、ファックス、電子メール、電子申請システム

・意見への回答 個別回答は行わず一括回答、公表

改定・公表

令和８年３月下旬
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ご清聴ありがとうございました
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